
  

 

 

 

 

釜石東部地区津波復興拠点整備事業 

フロントプロジェクト１ 

 基 本 計 画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 3 月 
 

釜 石 市 



  

 
 

 



  

 

目  次 

1. 基本計画策定にあたり ........................................................................................... 1 

1.1 策定の目的 ............................................................................................................................. 1 

1.2 策定の背景 ............................................................................................................................. 2 

2. 整備方針 ................................................................................................................ 5 

2.1 計画の位置づけ ...................................................................................................................... 5 

2.1.1 上位計画の整理 ............................................................................................................... 6 

2.1.2 課題整理とにぎわい創出の方針 ..................................................................................... 11 

2.2 釜石東部地区津波復興拠点整備事業 ................................................................................... 13 

2.2.1 津波復興拠点整備事業の概要 ....................................................................................... 13 

2.2.2 防災拠点施設の概要 ...................................................................................................... 16 

2.3 対象とするエリア ................................................................................................................ 17 

2.4 整備方針 ............................................................................................................................... 18 

3. 基本計画 .............................................................................................................. 19 

3.1 配置計画 ............................................................................................................................... 19 

3.1.1 計画地の概要 ................................................................................................................. 19 

3.1.2 避難、安全性の考え方 .................................................................................................. 21 

3.1.3 施設配置の検討 ............................................................................................................. 22 

3.1.4 サイン計画 .................................................................................................................... 25 

3.2 施設の計画概要 .................................................................................................................... 28 

3.2.1 市民広場 ........................................................................................................................ 28 

3.2.2 市民ホール・情報交流センター .................................................................................... 31 

3.2.3 共同店舗 ........................................................................................................................ 37 

3.2.4 公共駐車場（釜石大町駐車場） .................................................................................... 39 

3.2.5 民活導入ゾーン ............................................................................................................. 40 

4. 事業手法とスケジュール ..................................................................................... 41 

4.1 エリアマネジメント............................................................................................................. 41 

4.1.1 エリアマネジメントの必要性 ....................................................................................... 41 

4.1.2 施設運営の主体及びエリアマネジメント組織 .............................................................. 41 

4.2 各施設の事業手法 ................................................................................................................ 43 

4.2.1 市民広場の事業手法 ...................................................................................................... 43 

4.2.2 市民ホール・情報交流センターの事業手法 ................................................................. 43 

4.2.3 共同店舗 ........................................................................................................................ 45 

4.2.4 公共駐車場（釜石大町駐車場） .................................................................................... 46 

4.3 事業スケジュール ................................................................................................................ 47 



  

 

 

 

 



  

1 

1. 基本計画策定にあたり 

 

1.1 策定の目的 

 

当市では、震災発生の直後から復旧事業に取り組むとともに、震災による被災地域の早期復

興と新しいまちづくりに向け、市民、事業者、民間における様々な団体及び行政が共通の認識

を持って取り組むための「まちづくりのビジョン」と、これを具体化するための「施策」とし

て『釜石市復興まちづくり基本計画－スクラムかまいし復興プラン－』を策定した。 

復興まちづくり基本計画では、釜石市の目指すべき将来像として「三陸の大地に光輝き希望

と笑顔があふれるまち釜石」を掲げており、市の中心部である釜石東部地区においては、将来

にわたり都市機能を維持できる安全で魅力ある市街地再生に向け、フロントプロジェクトとし

て図 1-1 に示す３つの拠点整備を推進している。 

本計画は、公共施設と商業施設を効果的に配置した商業・文化・情報交流の拠点整備である

「フロントプロジェクト１」によるにぎわい創出を目的とし、策定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 釜石東部地区 3 つのフロントプロジェクト 
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1.2 策定の背景 

 

当市発祥の地であり都市機能が集積していた釜石東部地区は、東日本大震災による津波によ

り、市庁舎や消防庁舎、市民文化会館、市営駐車場など、多くの公共公益施設が甚大な被害を

受けた。 

当該地区は、復旧される湾口防波堤と T.P（海抜）6.1m の防潮堤整備では既往最大レベルの

津波に対して浸水を免れないエリアであるが、将来においても都市機能の中心地として、安全

で安心な生活を維持していくためには、防潮堤の整備や盛土造成と共に、新たに整備する拠点

施設を、災害時に避難ビルとして利用できる施設として整備するなど、防災拠点機能を向上さ

せる必要がある。 

当市では、釜石東部地区を安全性が確保された中心地として復興するため、また、復興の中

核となる公共公益施設の効果的かつ早期整備のため、津波復興拠点整備事業を導入した一団地

の津波防災拠点市街地形成施設整備とにぎわい創出について検討を行ってきた。以下に、本計

画策定までの検討経過を示す。 

 

 

 

〈 本計画策定までの検討経過 〉 

 

平成 23 年 12 月 復興基本計画に「中番庫を含む新たな商業拠点空間づくり」明記 

平成 24 年 3 月 大型商業施設の立地に向けた協議開始を発表 

5 月 釜石市中心市街地釜石東部地区商業推進協議会 設置 

7 月 釜石東部地区再生拠点整備事業が国土交通省「震災復興官民連携事業」に採択 

8 月 用途制限緩和に係る復興推進計画認定 

平成 25 年 3月 イオンタウン㈱と「大規模商業施設の立地及び地域貢献に関する協定書」締結 

3 月 釜石市釜石東部地区商業特区に係る復興推進計画認定（※１） 

3 月 釜石東部地区新商業拠点整備基本構想策定（※２） 

7 月 釜石東部地区フロントプロジェクト 1に関するワークショップ（全３回） 

10 月 「釜石市民ホール(仮称)及び釜石情報交流センター(仮称)基本構想・基本計画」策定 

11 月 釜石まちづくり株式会社 設立 

11 月 オランダ大使館・釜石市「釜石スマートミッフィーカフェ」の開設について発表 

平成 26 年 2月 イオンタウン㈱、イオンスーパーセンター㈱、釜石市とで 

       「大規模災害時における支援に関する協定」締結 

3 月 (仮称)大町広場共同店舗が「中小企業等復旧・復興支援事業」に採択 

3 月 釜石大町駐車場供用開始 

3 月 イオンタウン釜石オープン 

3 月 フロントプロジェクト 1基本計画 策定 
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（※１）釜石東部地区商業特区に係る復興推進計画 

平成 25 年 3 月に岩手県内で初めて「商業特区」を設ける当市の復興推進計画が国に認

定された。復興推進計画は、東日本大震災復興特別区域法（復興特区法）に基づき、釜

石東部地区の指定区域内（下記集積区域参照）で復興に寄与する事業を行う場合、国税

や地方税の優遇等、税制上の特別措置を受けられるもので、約 300 事業所が対象となり、

市街地復興の後押しとして期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜石東部地区復興産業集積区域 

釜石東部地区の早期復興と活性化を図るため、産業を集積する区域のこと。こ

の区域内で新規立地・増設・設備の導入・被災者の雇用等を行う場合、税制の特

例を受けることができる。 

 

大渡町一丁目、二丁目、三丁目の一部、大町一丁目、二丁目、三丁目の一部、只

越町一丁目の一部、二丁目、三丁目の一部、港町二丁目の一部、大只越町一丁目

の一部、二丁目の一部、天神町一丁目の一部、浜町一丁目の一部、二丁目の一部、

三丁目の一部、魚河岸の一部、東前町の一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

（※２）釜石東部地区新商業拠点整備基本構想 

平成 24 年度国土交通省「官民連携支援事業」の採択を受け、公共公益施設の再配置や

にぎわい創出に向けた回遊性の確保等、新たな商業拠点空間形成に向けた検討を行い、

平成 25 年 3 月に釜石東部地区新商業拠点整備基本構想をとりまとめた。 
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2. 整備方針 

 

2.1 計画の位置づけ 

ここでは、上位計画や関連計画、釜石市東部地区の現状と課題を整理し、フロントプロジェ

クト１の位置づけについて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 フロントプロジェクト１基本計画の位置づけ 

 

釜石市復興まちづくり基本計画 

（スクラムかまいし復興プラン） 

〈平成 23 年 12 月〉 

釜石市都市計画マスタープラン 

〈平成 26 年 3月〉 

 

【 上位計画 】 【 関連計画等 】 

フロントプロジェクト 1基本計画 

〈平成 26 年 3 月〉 

釜石東部地区商業特区に

係る復興推進計画 

〈平成 25 年 3月〉 

 

釜石東部地区新商業拠点 

整備基本構想 

〈平成 25 年 3 月〉 

官民連携 

支援事業 

復興整備計画 

〈平成 24 年 7月〉 

 

津波復興拠点整備事業 

岩手県都市計画区域 

マスタープラン 
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2.1.1 上位計画の整理 

関連する上位計画を以下に整理する。 

 

(1) 釜石市復興まちづくり基本計画（スクラムかまいし復興プラン） 

復興まちづくり基本計画では、基本目標３に「生活の安全が確保されたまちづくり」として

被災者の生活再建・安定の早期実現に向け、津波に対する安全を確保した、安心して生活でき

るまちづくりに取り組むとしている。 

また、主要公共公益施設の再配置と、効率的・効果的な土地利用を一体的に進め、暮らしや

すいまちの実現を目指すとしている。基本目標４には、「人やもの、情報の交流拠点づくり」

として中心市街地の再興、人・ものの交流促進を掲げている。 

 

釜石市復興まちづくり基本計画（スクラムかまいし復興プラン） 

策定年月 平成 23 年 12 月 

計画の概要 本計画は、東日本大震災による被災地域の早期復興と新しいまちづくりに向け、

市民、事業者、民間における様々な団体及び行政が共通の認識を持って取り組むた

めの「まちづくりのビジョン」と、これを具体化するための「施策」をまとめたも

のである。 

将来像と 

基本方針 
《目指すべき釜石の将来像》 

三陸の大地に光輝き希望と笑顔があふれるまち釜石 

《基本方針》 

(1)災害に強い都市構造への抜本的転換 

    基本目標 1 暮らしの安全と環境を重視したまちづくり 

    基本目標 2 絆と支えあいを大切にするまちづくり 

(2)この地で生き続けるための生活基盤の再建 

    基本目標 3 生活の安心が確保されたまちづくり 

    基本目標 4 人やもの、情報の交流拠点づくり 

(3)逆境をバネにした地域経済の再建 

    基本目標 5 ものづくり精神が息づくまちづくり 

(4)子どもたちの未来や希望の創造 

    基本目標 6 強く生き抜く子どもを育てるまちづくり 

    基本目標 7 歴史文化やスポーツを活かしたまちづくり 

復興を支える 

12 の主要施策 
スクラム１★生命優先の減災まちづくりの推進 

津波避難ビルや避難施設の建設により安全な避難場所と避難経路を確保し、津波か

ら逃げることを前提とした避難誘導体制を構築する。 

スクラム３★主要公共公益施設の再配置と土地利用 

多くの公共公益施設が被災し、機能が失われたことから、産業施設、生活関連施設、

公共公益施設および防災関連施設等の適正な配置・活用を図る必要がある。復興の

象徴的な取組として、拠点性の向上に努める。 

スクラム９★商業と交流空間の機能的展開 

中心市街地釜石東部地区における新日本製鐵釜石製鐵所の中番庫の活用も含めた新

たな商業拠点空間づくりの検討など、各地域の特性を生かしたにぎわい創出の機能

的展開を図る。 
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(2) 釜石市都市計画マスタープラン 

 

釜石市都市計画マスタープラン 

策定年月 平成 26 年 3月 

計画の概要 震災前の「釜石市都市計画マスタープラン（改訂版案）」の考え方を基本に「釜

石市復興まちづくり基本計画 スクラムかまいし復興プラン」を上位計画として、目

標年次の平成 32 年（2020 年）以降をも見据えた計画。 

グローバルな社会・経済状況の著しい変化や、我が国における人口減少・超高齢

化社会の到来、低炭素型社会の進展、市民との協働によるまちづくりの進展など、

本市を取り巻く情勢の変化に対応した、都市づくりの基本指針となるものである。 

基本方針 ①ハードとソフトが重なりあった暮らしの安全を重視する災害に強いまちづくり 

②これまでの蓄積を活かした新たな産業を生み出すまちづくり 

③中心市街地の再生による復興の核づくり 

④スマートコミュニティ導入による魅力あるまちづくり 

⑤人にやさしい快適で魅力あるまちづくり 

⑥地域生活圏の再編整備とコンパクトなまちづくり 

⑦うみ、やま、さと、まち空間が融合する地域景観づくり 

⑧三陸と全国を結ぶ広域的な交流拠点づくり 

将来都市構造 

(釜石東部地区) 
●土地利用ゾーニング〈中心市街地ゾーン〉 

釜石市における震災復興の核となり、新しい都市の顔としての役割を発揮していく

ため、復興関連事業等を推進するとともに、中核的な商業・業務機能、行政・文化

や教育・福祉等の機能、港の産業やにぎわい機能等が集積する魅力的な中心市街地

をめざし、交通や物流の結節点としての機能を活かした、人・もの・サービス・情

報が交流・集積するゾーンを形成。 

 

●拠点地区の形成〈中心拠点地区〉 

中心市街地ゾーンにおいて、特に中核的な商業・業務機能や行政・文化機能等が集

約される大町周辺から市役所周辺を「中心拠点地区」と位置付け、多種多様なサー

ビス等の提供と、その周辺地区との連携や回遊性を高めながら、にぎわいと交流の

拠点形成を進める。 

 

●都市軸の形成〈にぎわい連携軸〉 

シンボル的な軸としての役割を 

担う「にぎわい連携軸」は、市 

の顔となる交流機能やにぎわい 

機能等の集積を図るとともに、 

魅力的なまちなみの形成や回遊 

性の向上を図ることにより、中 

心市街地の活性化を促進。 

 

 

 

 

 

 

     将来都市構造図 
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分野別方針 

土地利用の方針 
〈商業系土地利用〉 

中心市街地ゾーン（釜石東部地区）は、行政施設などの移転跡地や低未利用地を有

効活用し、人が集まる・人が住む機能の充実や魚市場周辺の活性化を計画的に進め

つつ、地域特性を活かした景観形成等に総合的に取り組む。 

〈公益系土地利用〉 

中心拠点地区は、公共公益施設の再配置を図り、防災拠点としての機能を備えた

行政機能や広域的な交流活動を支える文化機能などが集積する土地利用を形成。 

地区別構想 

釜石東地区 

将来像：釜石の顔として、魅力と活力のあるまちづくり 

被災地域の震災復興を着実に進め、まちの防災性を強化するとともに、釜石の顔と

して、中核的な商業・業務、文化、行政、各種の産業などの機能が集積し、まちや

みなとのにぎわい及び快適な空間や景観などを創出する魅力と活力のあるまちづく

りを目指す。 

〈土地利用の方針〉 

中心市街地は、行政による基盤整備事業と民間による商業・業務施設が連携し、に

ぎわいのあるまちづくりを進めるとともに、利便性と快適性が高いまちなか居住を

進める。釜石東部地区の津波復興拠点整備事業等の復興事業を推進し、大町周辺に

おける商業系の土地利用や、市民ホール・駐車場等を含む公共公益施設の整備によ

る公益系の土地利用を行う。 

〈都市施設等の方針〉 

中心市街地及び周辺においては、まちなかの憩いの場として公園等を整備し、災害

発生時の避難場所として活用するとともに、利用者のニーズ等に合わせて、ユニバ

ーサルデザインに配慮しつつ、遊具や設備等の再整備を進める。 

〈都市防災の方針〉 

頻度の高い津波に対応するため、防浪施設の改良復旧を行います。また、グリーン

ベルト事業などの防浪機能をあわせ持つ施設を整備するとともに、釜石東部地区の

津波復興拠点整備事業や嬉石松原地区の復興土地区画整理事業により住宅用地を嵩

上げし、津波被害の軽減を図る。新市庁舎や公共公益施設等の整備にあたっては、

防災機能や備蓄機能を強化した施設を整備する。 

〈都市景観の方針〉 

復興関連事業などを進め、まち 

として活気を感じさせるまちな 

みを形成するとともに、海沿い 

やまちなかの魅力ある市街地を 

形成するため、港湾などの資源 

を活かしたにぎわいや個性のあ 

る都市景観を形成。市民や来訪 

者に快適な空間を提供するため、 

道路環境や公益的施設等の計画 

的な整備を進め、市街地景観の 

改善に努める。 

 

 

    まちづくり方針図 
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(3) 復興整備計画 

 

復興整備計画 

策定年月 平成 24 年７月 

計画の概要 本計画は、復興に向けたまちづくり・地域づくりに必要となる市街地の整備や農

業基盤の整備等のための各種事業を記載することが出来る計画である。 

復興の考え方 (1)都市構造の方針 

・生命優先の減災のまちづくりと現位置復興を基本に、ハード整備（地盤の嵩上げ

等）とソフト対策（地震発生時は高台避難の大原則・自助、共助の避難体制等）

を組み合わせた津波災害に強い都市構造を目指す。 

・既存のコミュニティを中心に、漁業集落の再編、釜石東部地区（中心市街地）、

鵜住居地区（低平地市街地）の集約を進め、少子高齢化社会の到来に備える。 

・自然の大きな力に対し畏敬の念を持ちながら、自然と共に歩みを続け、当市の素

晴らしい自然環境を次世代に継承することを目指す。 

(2)津波への対応 

・L1 津波に対しては防浪施設（防波堤・防潮堤・防潮林等）の整備により生命財産

の保全を図り、L2 津波に対しては避難を前提とした生命の保全を図る避難施設、

避難場所、避難路の整備を行うこととし、以下の２つの考え方により土地利用を

図る。 

①高台移転や多重防御により、浸水しない区域において新たなまちづくりを行

う地域 

②建築規制などを取り入れることで、ある一定の浸水を許容しつつ、土地利用

（公園・農地等を含む）を行う地域 

釜石東部地区の 

土地利用方針 

○中心市街地では、L1 津波に対応した防浪施設により市街地を防御し、L2 津波によ

る一定程度の浸水を許容するまちづくりを行う。主として住宅地、商業業務地と

して利用する。 

○釜石東部地区は、釜石市の復興を先導する拠点であり、主として商業用地、業務

用地、住宅用地として土地利用する。浸水深が大きい区域は産業施設エリアとし

て水産加工業等の工業用地や公園として土地利用する。公共公益施設や津波防災

拠点施設等を集約させた市街地を整備する。 

○釜石東部地区においては、L2 津波が浸水する区域であっても、想定浸水深が２ｍ

を下回る土地の区域については住居系も含む土地利用を図り、想定浸水深が２ｍ

を超える土地の区域については住宅建設を制限する規制を導入して非居住の土地

利用を誘導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用構想図 
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○復興事業として、釜石東部地区津波復興拠点整備事業を位置づける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興整備事業総括図 
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2.1.2 課題整理とにぎわい創出の方針 

釜石市東部地区の現状と課題を整理し、にぎわい創出の方針を導き出す。 

 

(1) 課題の整理 

当市及び釜石東部地区における課題と、解決の方向性を以下に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 

(2) にぎわい創出の方針 

都市としての課題整理により導きだした方向性から、釜石東部地区においてにぎわいを創出

するための方針を次のように定める。 

 

 

■住みたくなる街、魅力ある街を目指し、都市として自立する 

子どもから高齢者まで多様な世代がまちの魅力や利便性を享受でき、生活しや

すい環境づくりを行う。併せて災害に強いまちを目指し、被災した住民が安心し

て中心市街地に戻れる場所づくりを行うことで、定住人口の回復を促進する。 

 

■都市の拠点をつくる 

市民生活に必要な施設、潤いのある公共空間を適切に整備し、新たな都市の拠点

を作り出す。釜石東部地区全体へにぎわいや経済効果が滲み出ることで、市街地全

体の復興を加速する契機としていく。 

 

■次世代に負担をかけない公共投資を行う 

中心市街地における公共公益施設計画は、人口減少や少子高齢を踏まえた事業

を組み立てるべく、市民の利用度と施設のライフサイクルコスト（注）等を勘案し、

より効率的な施設運営及び施設活用を図る必要がある。新たな都市の拠点を創り

出すにあたり、次世代に負担をかけることなく投資効果が得られるようマネジメ

ントを行う。 

 

 

 

釜石東部地区全体のにぎわい創出のためには、フロントプロジェクト１の大町地区周辺整備

を先導とし、フロントプロジェクト２・３、さらに鈴子地区を含め、それぞれの役割を明確に

し、相互に補完・連携していくことが必要となる。これらの拠点性を高めることによって、軸

の形成や、周辺街区の自然発生的再建を促進し、にぎわいが釜石東部地区全体へ波及していく

ことを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）：製品や構造物などの費用を、調達・製造～使用～廃棄の段階をトータルして考えたもの 
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2.2 釜石東部地区津波復興拠点整備事業 

本計画は、津波復興拠点整備事業を導入して実施する。ここでは、津波復興拠点整備事業の概

要と、事業対象となる施設整備についてまとめる。 

 

2.2.1 津波復興拠点整備事業の概要 

津波復興拠点整備事業は、東日本大震災の津波により被災した地域において、津波防災地域

づくりに関する法律による「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」として都市計画決定された

「復興の拠点となる市街地」を緊急に整備するための支援を行う事業である。 

今次津波と同規模の津波が発生しても浸水しない高さまで宅地の嵩上げ等を行い、既存の道

路網を活用しながら、庁舎、文化交流拠点、公共駐車場、多目的広場等の施設を整備すること

で、将来、災害が発生した場合においても都市機能を維持するための拠点となる防災機能、都

市機能を有した市街地を形成するものである。 

平成 24 年 11 月の都市計画決定の後、平成 25 年 8 月に区域を拡大する都市計画変更を行い、

現在は以下に示す一団地の津波防災拠点市街地形成施設を定めている。 

 

名 称 一団地の津波防災拠点市街地形成施設 

目 的 当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街

地を形成し、釜石東部地区の復興を先導することを目的としている。 

整備改善の 

方針 

特定業務施設：漁港関連施設、水産加工施設等を配置する。 

住宅・公益的施設：震災前の土地利用を踏まえ、住宅を中心に商業施設、その他居住者の共同

の福祉又は利便のために必要となる施設等を配置する。 

公益的・住宅施設：震災前の土地利用を踏まえ、商業施設を中心にその他居住者の共同の福祉

又は利便のために必要となる施設、住宅等を配置する。 

公 益 的 施 設：庁舎、文化交流拠点、多目的広場、商業施設、その他居住者の共同の福祉

又は利便のために必要となる施設等を適宜配置する。 

位置図 

・計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興の障害となる無秩序な開発の防止と災害に強い市街地形成に向けた取り組みと

して、津波で被災した地域の復興を先導する拠点を整備することが目的であることか

ら、平成 27 年度までに着手した事業に限り適用するものとされている。 
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 〈 計 画 書 〉平成 25 年 8 月 都市計画決定 
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2.2.2 防災拠点施設の概要 

復興交付金要網において、基幹事業として交付対象となる拠点施設は、次のとおり定めら

れている。 

 

 

 

 

復興交付金

（基幹事業）

の対象とな

る拠点施設 

 津波防災まちづくりの拠点及び災害時の活動拠点として機能する施設 

                       → 津波防災拠点施設 

 各種のイベント、展示、余暇活動等の地域交流、子育て支援、高齢者

生活相談等、地域の活力の復興のための活動の拠点となる施設 

                     → 津波復興拠点支援施設 

 

拠点施設は、類似事業である都市再生整備計画事業の運用を踏まえると以下の施設が対

象になり、本計画で整備する市民ホールは、津波防災拠点施設として位置づける。 

津波防災拠点施設並びに津波復興拠点支援施設とされる施設の事例を示す。 

 

  ■津波防災拠点施設の事例 

 津波防災まちづくりの拠点及び災害時の活動拠点として機能する地域防災センター、

避難所、集会所等 

 被災時に地域住民の避難所となる専用の避難空間（シェルター等） 

 備蓄倉庫 

 耐震性貯水槽（防火水槽、消火栓等、通常の火災に対応する施設を除く）、災害用の

調整池等 

 災害時に地域住民に情報提供を行う放送施設、非常時通信システム等 

 避難所等の非常用電源施設 

 

  ■津波復興拠点支援施設の事例 

 地域の住民が随時利用でき、住民相互の交流の場となる多目的ホール、会議室 

 各種の展示イベント等を開催し、地域活性化の拠点となる展示場、ギャラリー 

 余暇活動など地域住民相互の交流の場となる活動スペース、スタジオ 

 交流スペースと一体となった図書コーナー（独立したスペースでないもの） 

 上記施設に付帯して整備される喫茶コーナー、小規模な売店等※ 

 乳幼児の一時預かり機能を有するまちなか保育施設 

 上記施設に付帯して整備される授乳室、子育て世代の交流や文化活動、研修等を行

うスペース等 

※原則として当核施設により発生する収益の見込みが維持・管理費程度であるもの 

（収益により施設整備費が回収できる場合は支援の対象外） 
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2.3 対象とするエリア 

本計画で対象とするエリアは、古くから商業の中心であった大町地区の県道沿いから中番庫

にかけての、比較的被害が大きく復興整備が必要と判断される街区である。 

津波復興拠点としての一体性を確保しつつ、津波による建物被災状況、既存商店街や新たに

整備される大型商業施設との位置的関係性を考慮している。 

対象エリアは、下図の赤枠で示す約 2ha であり、市が指定する最寄りの津波避難所まで、徒

歩 3分～5分で避難できる立地である。 

 

フロントプロジェクト１の主な事業展開エリアを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 フロントプロジェクト１の計画エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 フロントプロジェクト１の周辺写真 

●津波避難場所 

計画エリア 

北 

『フロントプロジェクト 1』 
計画エリア 

県道釜石港線 
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2.4 整備方針 

将来にわたり、永続的に自立した中心市街地を創造していくためには、日常的に人々が集ま

る場所づくりが必要である。 

大型商業施設の進出に伴い近隣市町からの来訪者の増加が見込まれることから、地元名産

や観光をＰＲする機会として店舗を集積させ、商業の先導地区としていくことはもちろん、市

民にとって日常生活の一部となる施設整備を目指していくものである。 

 

 

■ 釜石の新たな「顔」となる商業・文化・情報交流拠点の整備 

・大型商業施設を核とした商業拠点 

・被災した文化会館などの公共公益施設再整備を中心とした文化拠点 

・震災伝承の場でもあり、生活利便性を高める情報交流拠点 

 

■ 災害時の都市機能を維持する防災拠点の整備 

・被災時に地域住民の避難所となる施設（→市民ホール） 

・中心市街地の一時避難場所となる施設（→公共駐車場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住みたくなる街、魅力あ

る街を目指し、都市とし

て自立する 

 

 都市の拠点をつくる 

 

 次世代に負担をかけな

い公共投資を行う 

釜石東部地区にぎわい創出の方針 → → → 拠点に求められる施設・要素 

 多くの人が集まれる 

 にぎわいの相乗効果が

期待できる 

 釜石の顔となる施設 

 文化芸術に触れられる 

 日常的な居場所 

 公民連携の合理的な施

設整備と運用 

●多目的広場 

（市民広場） 

 

●多目的ホール 

（市民ホール） 

 

●情報発信拠点 

（情報交流センター） 

 

●店舗、カフェ 

（共同店舗など） 

 

●公共駐車場 
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3. 基本計画 

 

3.1 配置計画 

フロントプロジェクト１エリア内の施設配置計画について示す。 

3.1.1 計画地の概要 

計画地の敷地概要と法的規制等を整理する。 

 

(1) 計画地の法的規制 

所  在 岩手県釜石市大町 1 丁目 

用途地域 都市計画区域内/区域区分非設定/商業地域 

建ぺい率 80％ 

容 積 率 400％ 

防火地域 準防火地域 

日影規制 規制なし 

地区等の 

指定 

釜石東部地区災害危険区域 第 2 種区域 

駐車場整備地区 

 

名 称 釜石東部地区災害危険区域 

目 的 東日本大震災による津波と同じ規模の津波が再来した場合に、浸水が想定され

る区域における住まいの安全確保を図るとともに、災禍に対する安全な都市形成

を後世に継承するという責務に鑑み、建築基準法第 39 条の規定に基づく災害危

険区域の指定と災害危険区域内における建築物の制限を目的とする。 

区域の区分 第 1種区域：想定津波が発生した場合、防潮堤など津波を防ぐことを目的として

整備される防浪施設の整備後も浸水が想定される区域で、住宅、寄

宿舎、長屋、共同住宅等居住の用に供する建築物の建築を禁止。 

第 2種区域：想定津波が発生した場合、防浪施設の整備後も浸水が想定される区

域だが、避難施設の整備など安全が担保されたうえで土地利用の観

点から居住の用に供する建築物の建築を許容。 

第 1種区域、第 2種区域ともに、居住用の建築物でない事務所、倉庫、店舗など

の建物は、規制の対象外。 

位置図・計画図  
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(2) 都市計画図及び用途制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 釜石市 都市計画図

計画エリア 
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3.1.2 避難、安全性の考え方 

災害発生時の津波避難と安全性の確保について、基本的な考え方を以下に示す。 

 

■ 高台避難場所への避難誘導 

釜石東部地区の浸水想定区域では、原則として、既往最大レベルの津波が襲来して

も浸水しない市街地北側の高台へ徒歩で避難する。 

フロントプロジェクト 1 エリアからも同様に、最寄りの津波災害緊急避難場所まで

徒歩で避難する。 

 

■ 津波災害緊急避難場所の整備 

避難行動要支援者の安全確保や、周辺市街地も含め逃げ遅れた場合のため、既往最

大レベルの津波が襲来しても浸水せず安全を確保できる高さに津波災害緊急避難場

所を整備する。 

 

■ 円滑に避難できる避難経路、誘導施設の整備 

観光客など土地勘がない来訪者も、円滑な避難行動がとれるような避難経路、誘導

サインなどを整備する。また、避難経路となる部分には、避難者にとって支障となる

可能性がある構造物などが無いよう計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 津波避難場所までの経路 

計画エリア 
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3.1.3 施設配置の検討 

(1) ゾーニングの検討 

地域住民の安全な暮らしを確保するために、より海に近いエリアを事業用地とし、被災した

旧市民文化会館や旧大町駐車場周辺のエリアを住居等の居住用地として活用していく必要が

ある。これらの課題・現況から、県道から海側の街区に文化会館の代替施設や駐車施設を設置

することを決定した。 

人通りの多い県道沿いには、市民文化交流施設を配し、活動の様子が視覚を通して街に滲み

出す計画とする。 

また、各施設の中心に多目的広場を設け、市民及び来訪者のための憩いの空間とするほか、

大型商業施設からの買い物客を、広場を介して既存商店街へ誘導することをねらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 ゾーニング図 
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(2) 施設配置計画 

フロントプロジェクト１エリア内の施設配置並びに各施設間の関係を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 配置計画図 
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(3) 将来イメージ図 

フロントプロジェクト１エリアの将来イメージと、各施設の計画概要を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 フロントプロジェクト 1 復興イメージ図 
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3.1.4 サイン計画 

利用者が各施設へ円滑に到達し、安心して快適に利用できるよう、適切な案内並びに誘導を

図るための体系的な案内表示（サイン）について計画する。 

 

(1) サインの整備目的 

公共空間のサインは、観光案内や公共交通情報など情報提供元となる機関や担当課が異なる

場合が多く、統一感のないデザインや設置数の増大、既設サインの視覚的効果の低減などを招

かないよう注意する必要がある。 

本計画は、関連各課が連携することで効果的なサイン整備を行い、今後の復興事業と並行し

て進められる釜石東部地区全域のサイン計画の先導となることを目的とする。 

また、大型商業施設の買物客をフロントプロジェクト１計画エリアへ導く案内サインを大型商業

施設内に設置させてもらうなど、にぎわいの相乗効果を図るため、近隣民間施設との連携や共同展

開も視野に入れた整備を行っていくものとする。 

 

(2) サインの整備方針 

サインの整備方針を以下に示す。 

■ 「おもてなし」の要素として、様々な立場の利用者が快適に過ごせるよう、情報の集約

化を図りつつ適切な場所で効果的な情報を提供する。 

 

■ 高齢者や障がいがある人のほか、国際化社会への対応など、ユニバーサルデザイン（注）

に配慮し、誰にとってもわかりやすい表現を用いる。 

 

■ 景観形成要素の一部として空間の印象に大きな影響を及ぼすものであることから、フロ

ントプロジェクト１計画エリアの印象をどのように発信していくかという点を考慮し、

色彩や大きさ、形態をデザインする。 

 

■ 災害発生時において円滑な避難誘導と利用者の安全確保ができるよう、「津波防災ガイド

ライン」に示された避難誘導サイン設置基準に基づき、地域住民だけでなく他地域から

の来訪者にもわかりやすく設置する。 

※浸水を免れないエリアであることから、避難場所への誘導サインを設置する。その

際、他地域からの来訪者には高台避難場所までの広域的な情報と方向表示が必要であ

り、地域住民には具体的な施設名が表記された方向表示が必要となる。 

 

 

 

 

 

 （注）：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の

設計（デザイン）をいう. 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3
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(3) サイン計画 

サインには、行動起点に設置するエリア全体の案内表示、主に動線上分岐点となる場所に設

置する誘導対象施設への方向表示がある。その他、啓発や規制、施設の解説などがある。 

フロントプロジェクト１計画エリアでは、対象とする利用者の行動起点を県道側、公共駐車

場（釜石大町駐車場）、大型商業施設側の 3箇所とし、設置場所と主な必要情報を次ページに示

す。 

 

■案内表示の事例         ■方向表示の事例 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 維持管理の考え方 

サインの維持管理には、周辺状況の変化に伴う情報の変更と、サイン本体の老朽化に対応し

た物理的なメンテナンスの２つが挙げられる。 

定期的に、情報の更新、サイン本体の破壊、はがれ、さび、老朽度などを確認し、継続的な

維持管理を行うとともに、計画時から管理の容易な素材、構造等に配慮することが重要である。 

フロントプロジェクト１計画エリアのみならず釜石東部地区全域においても、景観に配慮し

た体系的なサイン整備を実施できるよう、関係機関、関係各課が連携を図っていくことが望ま

しい。そのためにも、設置場所、設置年、設置主体、施工会社、改修履歴等を整理したサイン

台帳を作成するなど、関連各機関がサインに関する情報をいつでも確認できるようにしておく

ことが効率的な維持管理に繋がる。 
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図 3-5 サイン計画図 

 

対象者 表 示 内 容  

▲県道側からの利用者 〈案内〉ＦＰ１の全体案内図 

 

大型商業施設 

凡例 

■ サイン設置箇所 

対象者 表 示 内 容  

△市民ホール利用者 〈案内〉ＦＰ１の全体案内図 

〈方向〉津波避難場所 

 

 

 

対象者 表 示 内 容  

△情報交流センター利用者 〈案内〉ＦＰ１の全体案内図 

〈方向〉津波避難場所 

 

 

 

対象者 表 示 内 容  

▲公共駐車場からの利用者 〈案内〉ＦＰ１の全体案内図 

〈案内〉一時避難場所の案内 

〈方向〉市民広場、共同店舗 

〈方向〉市民ホール、情報交流センター 

〈方向〉大型商業施設 

 

対象者 表 示 内 容  

▲県道側からの利用者 〈案内〉南側広場の利用案内 

 

 

 

対象者 表 示 内 容  

▲県道側からの利用者 

▲公共駐車場からの利用者 

▲大型商業施設側からの利用者 

〈案内〉ＦＰ１の全体案内図 

〈案内〉中心市街地の案内図 

〈方向〉JR 釜石駅・三陸鉄道釜石駅 

 

対象者 表 示 内 容  

▲県道側からの利用者 

▲公共駐車場からの利用者 

▲大型商業施設側からの利用者 

〈案内〉公共トイレ（男・女・多目的）、水飲み場 

〈方向〉公共駐車場 

 

 

 

対象者 表 示 内 容  

▲県道側からの利用者 

▲公共駐車場からの利用者 

▲大型商業施設側からの利用者 

〈案内〉中心市街地の案内図 

〈案内〉津波避難場所の位置図と径路 

〈方向〉JR 釜石駅・三陸鉄道釜石駅 

〈方向〉津波避難場所 

 

対象者 表 示 内 容  

▲公共駐車場からの利用者 

▲大型商業施設側からの利用者 

〈方向〉市民ホール 

〈方向〉情報交流センター 
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3.2 施設の計画概要 

ここでは、施設ごとの整備目的、整備方針及び計画概要を示す。 

 

3.2.1 市民広場 

市民広場の整備目的、整備方針、計画概要を示す。 

 

(1) 市民広場の整備目的 

平常時には来訪者にとって憩いの場となり、催事の際には文化、商業の様々なイベント空間

として利用できる広場を整備することで、市民活動に好循環を与えるとともに、都市に潤いを

もたらすことを目的とする。 

 

(2) 市民広場の整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民広場は中心市街地再生のシンボルとして、人々が気軽に訪れ、くつろげる場

所として計画する。 

■市民広場は、憩いの空間であると同時に、各施設をスムーズに繋ぐ自由で快適な

回遊の場でもある。既存商店街である釜石港線（県道）と大型商業施設を繋ぐに

ぎわいの軸となる。 
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(3) 市民広場の計画概要 

 

■整備面積：南側広場 約 2,300 ㎡ 

      北側広場 約 1,000 ㎡ 

 

■付帯施設：大階段（大型商業施設入口へのアクセス階段） 

      連絡デッキ（立体駐車場⇔共同店舗⇔市民広場⇔大型商業施設） 

 

■供用開始：平成 27 年 3月（※平成 26年 3月時点 設計中） 

 

■市民広場は、イベント

時だけでなく、一人で

も気持ちよく過ごせる

居心地の良い場所とし

て整備する。 

■市民広場は、周辺を取

り囲む諸施設及び公共

空間と、常に補完的な

関係となる。施設内部

の活動が広場へ滲み出

し、また、施設内部の

機能が広場での過ごし

方をバックアップする

ものになるよう計画す

る。 
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■整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 

3.2.2 市民ホール・情報交流センター 

市民の新たな文化活動の交流拠点として、一体的に整備運営を行う市民ホール並びに情報交流

センターについて、理念、役割、方針、計画概要などについて示す。 

 

(1) 釜石市民ホール（仮称）及び釜石情報交流センター（仮称）基本構想・基本計画 

                       〈 平成 25年 10 月 策定 〉 

平成 25 年 10 月、「釜石市民ホール及び釜石情報交流センター基本構想・基本計画」を策

定した。釜石の文化・産業等の情報の集約と発信、市民のさまざまな活動の支援や普及育成、

にぎわいの創出などを目指し、市民ホールと併設する形で情報交流センターを設け、新たな

機能を付加する。 

 

◎ 基本理念：市民に愛され、市民の心を熱くする、市民文化の総合支援拠点 

 

◎ 市民ホール及び情報交流センターの基本的な役割 

①文化で市民の暮らしの楽しみ・活力づくりを図る 

②多様な市民文化に高度に対応する 

③フロントプロジェクト１を中心としたまちづくりに寄与する 

 

◎ 施設計画の基本方針 

①にぎわいを伝える魅力的な施設 

②市民の多様な活動に高水準に対応できる施設 

③誰にでも使いやすい施設 

④環境にやさしく、管理しやすい施設 

⑤災害に強い施設 
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◎ 文化会館と市民ホール・情報交流センターの機能比較 

文化会館と、市民ホール・情報交流センターの構成施設を比較すると、下表のと

おりとなる。これまでの活動を包含し、新たな活動も受け入れられる構成としてい

る。 
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(2) 市民ホール 

市民ホールの整備目的、整備方針、計画概要を示す。 

 

① 市民ホールの整備目的と背景 

被災した旧釜石市民文化会館に代わる文化活動施設として整備するもの。旧釜石市民

文化会館（昭和 53 年開館）は津波により甚大な被害を受け、改修による現位置復旧は困

難であることから、「釜石市民ホール」として新たに建設することとした。旧施設は解体

し、跡地は被災者の再建住宅用地などとして土地利用を行う。 

中心市街地復興の核施設であると同時に、釜石東部地区津波復興拠点整備事業区域内

において、災害時の避難者収容施設となる津波防災拠点施設として位置づける。 

 

② 市民ホールの整備方針 

新たな文化活動の拠点となる「釜石市民ホール」は、将来の都市規模や市民のニーズ

を考慮し、日常的活動の場を付加するなど、旧市民文化会館の設備や各室規模の見直しを

行い整備する。 

 

③ 市民ホールの計画概要 

■延床面積：約 6,100 ㎡ 

■構  造：指定なし 

■供用開始：平成 29 年度（※平成 26 年 3 月時点 設計中） 

 

■面 積 表 

・大ホール 
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・小ホール、ギャラリー、創造部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管理部門 

 

 

 

 

・市民ホール 延床面積 
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(3) 情報交流センター 

情報交流センターの整備目的、整備方針、計画概要を示す。 

 

① 情報交流センターの整備目的と背景 

被災した釜石公民館浜町分館の代替施設となる釜石東部地区のコミュニティ活動拠点

として整備する。 

震災後 3 年が経過し、自力再建や民間賃貸住宅の建設・入居など、徐々に釜石東部地

区に戻る住民が増えている。また、住宅再建意向調査の結果から地区内に 430 戸の復興

公営住宅を建設する予定であり、一層の人口流入が見込まれる。今後、人口の回復・増加

に伴い被災者のコミュニティを再構築していく必要があることから、釜石東部地区津波復

興拠点整備事業エリアにおける被災者コミュニティ活動支援施設として位置づけている。 

 

② 情報交流センターの整備方針 

市民や来訪者が気軽に訪れることができる場を提供するとともに、釜石の文化・産業

と ICT（情報通信技術）をつなげ、釜石に関する情報の記録・集約と発信・普及を推進

する機能を持った施設とし、市民ホールとともに広義にわたり市民文化の発展を支え、に

ぎわい創出に寄与する役割を担うものとする。 

 

③ 情報交流センターの計画概要 

■延床面積：約 1,640 ㎡ 

■構  造：軽量鉄骨造 2階建て 

■供用開始：平成 27 年度（※平成 26 年 3 月時点 設計中） 

 

■面 積 表 

・公共エリア 

 

 

 

 

 

 

・民間エリア 
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・共用部門 

 

 

 

・情報交流センター 延床面積 
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3.2.3 共同店舗 

共同店舗の整備目的、整備方針、計画概要を示す。 

 

(1) 共同店舗の整備目的 

平成 25 年 11 月に設立された釜石まちづくり株式会社のキックオフ事業として、地元商業復

活の先導施設となることを目的とし整備する。 

被災した地元商業者等を入居テナントとし、岩手県中小企業等復旧・復興支援補助事業を活

用した整備を行う。 

 

(2) 共同店舗の整備方針 

 地域住民にとっての生活利便・買物利便の向上に取り組むとともに、近隣市町か

ら大型商業施設への買物客との交流を促進することにより、中心市街地のにぎわ

いを創出する。 

 

 商業機能集積の契機とするとともに、津波被害により甚大な被害を受けた商店街

の再建を促進する。 

 

(3) 共同店舗の計画概要 

■建築面積：478 ㎡ 

■延床面積：564 ㎡（うちテナント区画合計：450 ㎡、その他：114 ㎡） 

■構  造：鉄骨造 2階建て 

■区  画：テナント 9区画（各 10 坪〜25坪） 

■付帯施設：水飲み、トイレ（男子・女子・多目的） 

■オープン：平成 26 年 11 月（※平成 26 年 3 月時点 設計中） 

■整備イメージ 
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 【 参考 】イオンタウン釜石 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東日本大震災により多大な被害を受け、今なお復興に取り組んでいる釜石市と、

平成25年3月に「大規模商業施設の立地及び地域貢献に関する協定」を締結した。

その協定に基づき、釜石市と共に、防災及び避難体制に配慮したまちづくりを目指

し、“笑顔はじける出会いのあるまち”をコンセプトとして、釜石市が掲げる「三

陸の大地に光輝き、希望と笑顔があふれるまちづくり」の実現の一助となれるよう

努めるもの。 

◆ 新規雇用約620名中、地元雇用約430名 

この度のオープンに際し、全従業員約620名の内、約430名を近隣市町村から採

用。 

◆ 釜石市指定の「避難者収容施設」 

釜石市の基本方針である「災害に強い都市構造への抜本的転換」の一翼を担う

ため、東日本大震災の教訓を活かした施設づくりを行い、屋上を約1,600名が一

時避難可能な「避難者収容施設」とした。また、大型避難用テント「バルーン

シェルター」1基を配備している。 

◆ 地域商店と共にサービスレベルの向上を図るため当ＳＣ主催セミナーを開放 

地域全体のサービスレベル向上と、地域活性化に貢献するため「接客マナー向

上セミナー」、「魅力的な店舗づくりセミナー」、「店舗経営に関する数値セ

ミナー」などの各種セミナーを定期的に開催し、地域と共ににぎわいのあるま

ちづくりに努める。 

◆ 地域経済活性化のため積極的に岩手県内本社企業を誘致 

出店計画当初より被災地域の経済活性化のため、岩手県内企業が経営する専門

店の誘致を積極的に行い、全専門店の約3割を占める18店舗が出店することとな

った。 

 〈イオンタウン株式会社 イオンスーパーセンター株式会社 イオン株式会社 ホームページより〉 

敷 地 面 積：約29,000㎡ 

建物延床面積：約46,100㎡ 

総賃貸借面積：約27,545㎡（内、核店舗直営売場面積約7,636㎡） 

駐 車 台 数：約1,240台 

駐 輪 台 数：約500台 

規 模 / 構 造：鉄骨造地上3階建て 

開 店 日 時：平成26年3月14日（金）午前9時オープン 

営 業 時 間：9時～21時 

従 業 員 数：SC全体 約620人（内、地元採用約430人） 

       イオンスーパーセンター 約200人（内、地元採用185人） 

商 圏：世帯数 約69,780世帯 

       人口 約 164,450 人（車 40 分圏内） 
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3.2.4 公共駐車場（釜石大町駐車場） 

公共駐車場（釜石大町駐車場）の整備目的、整備方針、計画概要を示す。 

 

(1) 公共駐車場の整備目的 

旧大町駐車場（収容台数 180 台）は地震津波で被災し、代替機能の確保が喫緊の課題とな

っていた。また、既往最大レベルの津波が襲来した際に浸水が免れない中心市街地におい

て、迅速に避難できる場所が必要である。 

本施設は「一団地の津波防災拠点施設」の効果促進事業を導入し、一時避難場所を兼ねた

耐震・耐津波バリアフリー駐車場を整備することにより、市街地来訪者の安全確保と円滑

な避難誘導を行うことを目的としている。 

 

 

 

 

 

(2) 公共駐車場の整備方針 

都市生活の利便性向上を図る大型駐車施設であるとともに、中心市街地の一時避難場所

としての機能を兼ね備えることで、安全・安心な拠点形成を実現する。 

 

(3) 公共駐車場の計画概要 

■収容台数：475 台（うち身障者対応 2台） 

      車両総重量 2.5ｔ以下の乗用自動車/車両高さ 2.1ｍ未満 

■構  造：鉄骨造 5層 6段（耐火構造） 

■面  積：12,065.21 ㎡ 

■付帯施設：エレベーター2台 

■供用開始：平成 26 年 3月 

■竣工写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考〉避難路等の考え方「復興まちづくり/土地利用の考え方について」 

浸水想定エリア内では、地震発生から津波襲来までの間に全ての人が徒歩で避難するこ

とができる避難施設等（高台公園、避難ビル、避難タワー等）を配置する。 
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3.2.5 民活導入ゾーン 

活気のある中心市街地形成に向け、青葉通り緑地沿いに民間活力を導入した小規模飲食店

舗の集積を誘導する。通りを挟んで東側の既存飲食店街と連携した商業地とすることで繁華

街としての価値を高め、飲食店街からにぎわいが周辺へ滲み出していくことを目的とする。 

呑んべい横丁のような釜石の歴史ある横丁文化に現代のニーズを取り入れ、釜石の新しい

横丁文化をつくり出す契機となることを目指す。 
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4. 事業手法とスケジュール 

 

4.1 エリアマネジメント 

自立した施設運営を図るためには、拠点としてのブランディングや経営戦略立案等を行うエ

リアマネジメント（注）が必要である。ここでは、エリマネジメントの考え方について示す。 

 

4.1.1 エリアマネジメントの必要性 

将来に渡り円滑に施設や都市を維持し、経済活動を継続させていくためには、各施設関係者

が協働し、エリアを一定のコンセプトの下に整備、運営していく事が重要となる。また、適切

な公民連携の推進の下では、市の教育文化政策のほか、観光政策や商業政策等の成長・発展と

上手くかみ合わせて管理運営していくことが、成功の鍵と言える。 

 

 エリアマネジメント組織の役割 

■企画、経営（施設、サービス、ソフト事業等）、施設ブランディング 

■リーシング、経営指導、イベント等の誘致・調整 等 

■広告・広報、ＰＲ 

■施設維持・管理 

 

 

 

4.1.2 施設運営の主体及びエリアマネジメント組織 

運営は施設ごとに、公共性や提供するサービス内容、費用と利益のバランスを勘案し、市の

財政負担を抑制しつつ最大限の効果が得られることが望ましい。市直営のほか、指定管理者に

よる運営委託があげられる。 

 

(1) まちづくり会社による事業、運営 

当該エリアのマネジメントを行うため、機動的な経営判断と継続的な事業活動のできる株

式会社形態の組織として、平成 25 年 11 月に「釜石まちづくり株式会社」が設立された。釜

石まちづくり株式会社は、公民両方のメリットを兼ね備えており、フロントプロジェクト１

をはじめ、釜石東部地区全体のにぎわい創出に関わるマネジメント組織として期待される。 

テナント賃料や駐車場管理などの収益を得ることで、釜石まちづくり株式会社の持続的な

経営を図るとともに、収益を再投資することにより、エリアの更なる価値の向上を目指す。 

 

 

 

 

（注）：地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取り組み（管理など） 
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(2) 指定管理者による運営 

公共公益施設であっても、来訪者が快適に利用するためには、制約が多くなってしまう公的

管理（市直轄等）ではなく、自由度の高いサービスを提供可能な指定管理者制度（地方自治法

第 244 条の 2 第 3 項）の活用がある。 

指定管理者が行うことのできる業務の範囲は施設の使用許可、料金の収受、警備、清掃、保

守点検等が主であるが、指定管理者に行わせる独自事業の範囲は、条例等によって定めること

ができる。 

本エリアにおいても、指定管理者制度に対する民間企業の参画も期待できることから、施設

整備後の指定管理者制度の導入を積極的に検討していく。 

  指定管理者制度を導入した施設数（全国） 

 

 

 

 

 

   （出典：公の施設の指定管理者制度の導入状況等の調査結果（平成 24 年 11 月）） 

区 分 施 設 数 割 合 備 考

レクリエーション・スポーツ施設 14,602 19.87%

産業振興施設 7,169 9.76%

基盤施設 23,046 31.37%

文教施設 15,102 20.55%

社会福祉施設 13,557 18.45%

合計 73,476 100.00%
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4.2 各施設の事業手法 

計画施設は公益性も用途も異なることから、各施設の特性が最大限に生かせる手法を検討し、

市が行う事業のほか、まちづくり会社による事業及び運営を取り入れる。 

 

4.2.1 市民広場の事業手法 

市民広場のスキーム図を示す。 

 

■市民広場 スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 市民ホール・情報交流センターの事業手法 

市が整備し所有する本施設の管理運営には、直営、指定管理者の公募、まちづくり会社を指

定管理者とする非公募での選定が考えられる。 

直営の場合、市の文化施策の実施や継続した運営主体の面では望ましいが、担当職員の異動

や、単年度予算では計画できない長期的な事業の採択、専門職員の採用必要性など課題もある。 

指定管理者の場合は、仕様を明示することで専門性の確保や広域的なネットワークづくり、

費用対効果の高い運営などが期待できる。ただし、指定期間が短期であると、事業や市民参画

に中長期的視野を持って取り組むことが難しくなるため、指定期間を長めに設定し、中長期の

取り組みが可能なスキームづくりを行う必要がある。 

まちづくり会社は、公民両方のメリットを兼ね備えており、本施設の運営に最も適している

と言える。 

平成 26 年度以降の「管理運営計画」にて詳細を定めるが、情報交流センターは開館時期まで

の時間も少ないことから、準備検討組織を設置し、プレイベント構想や施設計画と並行して運

営計画を進めている。 

釜石市 市民広場 

施設整備 

指定管理者 

維持管理

業務委託 

整 備 者  釜石市 

所 有 者  釜石市 

維持管理  指定管理者 

維持管理 
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◎管理運営の基本的な考え方 

①「市民文化」を支援し、活性化させるための事業に継続的に取り組む 

②エリア活性化のためのイベント・仕掛けづくりを担う 

③スキルの高い専門スタッフと市民等の協働で事業を推進する 

 

◎事業例 

●地域の資源としての多様な「市民文化」を知り、残していくための情報収集や記録 

●プロによる質の高い公演・ワークショップ、ICT や産業、市民活動等の先駆者等による

講演・講座など、市民の活動に刺激を与えたり、市民の楽しみを増やす事業の提供 

●人や団体のマッチング、育成講座の開催、相談受付、最新情報の提供など、スキルアッ

プや新たな活動への支援を目的とした取り組み 

●未来の釜石を担う人々（子ども・若者）や来街者に対する、地域を知る事業の提供 

●釜石の市民のさまざまな活動に関する情報発信及び、情報発信支援 

●誰でも使いやすい施設の貸し出し 

 

市民ホール並びに情報交流センターのスキーム図を示す。 

 

■市民ホール スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜石市 市民ホール 

施設整備 

利用者 

利用料金 

指定管理者 

指定管理 

業務委託 

管理・運営 

整 備 者  釜石市 

所 有 者  釜石市 

管理運営  指定管理者 

貸館など施設利用 
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■情報交流センター スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.2.3 共同店舗 

共同店舗整備は、中小企業等協同施設等災害復旧補助金事業（グループ補助金）を導入し、

釜石まちづくり株式会社が本体工事を行い、各店舗内工事を入居テナントの負担により実施す

る。賃貸収益は施設の維持管理その他新規事業など当該エリアへ投資し、好循環が生まれる仕

組みを作る。 

共同店舗のスキーム図を示す。 

 

■共同店舗 スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主 

釜石まちづくり株式会社 

出資 配当 

賃貸料等 

釜石市 

借地料 土地貸与 

テナント 

共同店舗 

施設整備 

釜石市 情報交流 

センター 施設整備 

利用者 

利用料金 

指定管理者 

指定管理 

業務委託 管理・運営 

テナント 

賃貸契約 

賃貸料 

入居 

共用部分の管理 

整 備 者  釜石まちづくり株式会社

建物所有者  釜石まちづくり株式会社 

土地所有者  釜石市 

管 理 者  釜石まちづくり株式会社 

整 備 者  釜石市 

所 有 者  釜石市 

管理運営  指定管理者 

貸館など施設利用 

入居 
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4.2.4 公共駐車場（釜石大町駐車場） 

公共駐車場（釜石大町駐車場）のスキーム図を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釜石市 

管理運営 

業務委託 

釜石まちづくり

株式会社 

公共駐車場 

管理・運営 

利用者 

利用料金 施設整備 

整 備 者  釜石市 

所 有 者  釜石市 

管理運営  釜石まちづくり株式会社 

サービス 
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4.3 事業スケジュール 

エリア整備完了までの各施設の計画期間及び整備期間を示す。 

 

 

平成 26 年 3 月  公共駐車場（釜石大町駐車場） 供用開始 

平成 26 年 3 月  イオンタウン釜石 オープン 

平成 26 年 11 月  共同店舗 オープン予定 

平成 27 年 3 月  市民広場（南側）完成予定 

平成 27 年度   情報交流センター 供用開始予定 

平成 28 年度   復興公営住宅 順次入居開始 

平成 29 年度   市民ホール 供用開始予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大型商業施設からの人の流れを街側で受け止める 
受け止めた人の流れを釜石発の創造的な

活動と連携させて周辺に伝播させる 

人の流れを街固有の文化として定着させ、

より大きなにぎわいに転化させてゆく 

第 1 段階 

平成 26 年半ば 

第 2 段階 

平成 27 年半ば 

第 3 段階 

平成 29 年以降 

公共駐車場 

共同店舗 

公共駐車場 

共同店舗 

公共駐車場 

共同店舗 

情報交流センター 
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